
議第５２号 

呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 呉市国民健康保険条例（昭和３４年呉市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１５条の３第１項第２号中「２６５，０００円」を「２７万円」に改め，同項

第３号中「４８万円」を「４９万円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の呉市国民健康保険条例の規定は，平成２９年度以後の年度分の保険料

について適用し，平成２８年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

 

 

 

（提案理由） 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保険料の減額措置の対象世帯

の所得判定基準の見直しに係る関係規定の整備をするため，この条例案を提出する。 


